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 令和  年  月  日 

 

ユニット型指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム蛍流荘  

重要事項説明書                               

                    

当施設は介護保険の指定を受けています。 

(岡山県指定 第 ３３７３７００８３４ ) 

 

当施設は利用者契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明いたします。 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果｢要介護 3｣以上と認定された方が対象となり 

ます。認定申請中で要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 
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１.施設経営法人 

事業者 

（１） 法人名     社会福祉法人 光風福祉会 

（２） 法人所在地   岡山県美作市湯郷９０３番地 

（３） 電話番号    ０８６８－７２－６６６０ 

（４） 代表者氏名   理事長 森 崇文 

（５） 設立年月日   平成２５年７月１９日 
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２.利用施設 

（１）施設の種類       指定介護老人福祉施設・平成 26 年 10 月 1 日指定 

               岡山県 第  3373700834 号 

（２）施設の目的       要介護利用者に対し、適正な介護老人福祉施設サービスの提供 

（３）施設の名称       特別養護老人ホーム蛍流荘 

（４）施設の所在地      岡山県美作市湯郷９０３番地 

（５）電話番号        ０８６８－７２－６６６０  

（６）管理者 氏名      安達健一 

（７）当施設の運営方針   介護保険法の理念に基づき利用者の心身の状態等をふまえて、その有す

る能力に応じ自律した日常生活を営むことができるように生活全般にわ

たり配慮し、介護にあたる。 

（８） 開設年月日      平成２６年１０月 １日 

（９） 入所定員       ３０人 

 

３.居室の概要 

（１） 居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備を用意しております。入居される居室は、すべて個室です。 

居室・設備の種類 室数 備    考 

個室(１人部屋)   ３０室  

合計   ３０室  

食堂談話コーナー   ３ヶ所 ユニット内のリビングスペース 

機能訓練室   ３ヶ所 ユニット内のリビングスペース 

浴室    ４室 一般浴室 ３室・特別浴室 １室 

医務室 １室  

※上記は、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている施設・設備です。この施設・設備の利

用にあたって、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。 

☆居室の変更：利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定にします。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際に

は、利用者や家族等と協議のうえ決定するものとします。 

☆居室に関する特記事項 

各個室に洗面台、ベッド、クローゼットが設置してあります。 

トイレはユニットに男女兼用各４ヶ所、男性用各１ヶ所浴室は各１ヶ所あります。 

 

４.職員の配置状況 

当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職員を 

配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職種 常勤換算(兼務) 指定基準 

１.施設長(管理者) １名 １名 

２.介護職員 ２０名以上    １７名 

３.生活相談員 １名以上 １名 

４.看護職員      ２名以上 ２名 

５.機能訓練指導員 １名(兼務) １名 

６.介護支援専門員 １名     １名 

７.医師 （必要数） （必要数） 

８.管理栄養士 １名 １名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間の所定の総数を当施設における常勤職員 

の所定勤務時間数(例：週 40 時間)で除した数です。 

（例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では、 

１名(８時間×５名÷４０時間＝１名)となります。 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

１.医師 毎週火曜日 １３：３０～必要時間 

２.介護職 標準的な時間帯における最低配置人員 

早出： ７：００～１６：００  ３名 

日勤： ９：００～１８：００  ３名 

遅出：１２：３０～２１：３０  ３名 

夜間：２１：３０～ ７：３０  ２名 

３.看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１７：３０  ２名 

    ☆土曜・日曜・祝日は上記と異なる場合があります。 

 

５.当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照） 

以下のサービスについて、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

① 食 事 

・当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況 

および嗜好を考慮した食事摂取のお世話をします。 

・利用者の自立支援のために離床して食堂・談話コーナーにて食事をとっていただくことを原則
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としていますが、利用者のご希望や身体の状況によってはお部屋での喫食も選択可能です。 

（食事時間） 

朝食：７：００～９：００ 昼食：１２：００～１４：００ 夕食：１７：0０～１９：0０ 

（上記の時間内でしたらお好みの時間に喫食していただくことができます。） 

② 入 浴 

・入浴又は清拭を週２回行います。 

・寝たきりでも機械付浴槽を使用して入浴することができます。 

③ 排 泄 

・排泄の自律を促すために、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の 

回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 健康管理 

・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑥ その他自律への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第６条参照） 

（料金については別紙１料金表を参照） 

（１） 介護給付によるサービス（契約書第３条参照） 

利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）を

お支払い下さい。（サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。） 

（２） その他介護給付サービス 

（料金については別紙１料金表を参照） 

 

（３）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

① 食事の提供に関する費用（食材料費及び調理費） 

利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

実費相当額の範囲内にて負担していただきます。但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受け

ている方については、その認定証に記載された食費の金額（１日あたり）のご負担となります。

（料金については別紙１料金表を参照） 

② 居住に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

当施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額及び室料（建物設備等の減価償

却費等）をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方

については、その認定証に記載された居住費の金額（１日あたり）のご負担となります。（料金
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については別紙１料金表を参照） 

③ 特別な食事 

利用料金：要した費用の実費 

④ 理容・美容 

［理髪サービス］ 

月に１回、理容師の出張による理髪サービスを利用いただけます。 

利用料金：１回あたり２，０００ 円（カットのみ） 

⑤ 貴重品の管理 

利用者の希望により、貴重品管理サービスを利用いただけます。詳細は、以下の通りです。 

〇管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金および現金 

〇お預かりするもの：上記通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書、現金 

〇保管管理者：安達健一 

〇出納方法：手続の概要は以下の通りです。 

・預金の預入れ及び引出しが必要な場合、備付けの届出書を担当責任者、保管管理者へ提出し

ていただきます。 

・保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預入れ及び引出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを利用者へ交付します。 

〇利用料金：１ヶ月あたり ２，０００円 

⑥ レクリエーション、クラブ活動 

利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

＜例＞ 

ⅰ）主なレクリエーション行事予定 

 行事とその内容（例） 備考 

１月 お正月（おせち料理をいただき、新年をお祝いします）  

２月 節分（施設内で豆まきを行います。）  

３月 ひなまつり会（おひなさま飾りをつくり、飾り付けを行います。）  

４月 お花見  

５月 端午の節句  

６月 お楽しみ会  

７月 七夕  

８月 納涼まつり  

９月 敬老会  

１０月 創立記念日  

１１月 お楽しみ会  

１２月 クリスマス会  

ⅱ）クラブ活動 

書道、茶道、華道、カラオケ、絵手紙、体力アップ、手工芸（材料代等の実費をいただきます。） 
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⑦ 複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合 

には実費を負担いただきます。（１枚につき１０円） 

⑧ 日常生活上必要になる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当

であるものにかかる費用を負担いただきます。 

個人用タオル、歯ブラシ、予防接種等の健康管理費など（実費） 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

⑨ 契約書第２１条に定める所定の料金 

利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合などに、本来の契約終了日から現実に居室が明

け渡された日までの期間に係る料金（１日あたり） 

契約者の要介護度 

介護保険負担 1 割 

       2 割 

       3 割 

要介護度１ 

７６８円 

１５３６円 

２３０４円 

要介護度２ 

８３６円 

１６７２円 

２５０８円 

要介護度３ 

９１０円 

１８２０円 

２７３０円 

要介護度４ 

９７７円 

１９５４円 

２９３１円 

要介護度５ 

１０４３円 

２０８６円 

３１２９円 

※別途、介護職員等処遇加算（Ⅲ）として介護サービス費の１１．３％をいただきます。 

 

前項②に規程するホテルコスト（居住費）については契約書第４条三項に準用します。 

 

（３） 利用料金の支払い方法（契約書第６条参照） 

前期（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２０日までに

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金

は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア.窓口での現金支払い 

イ.下記指定口座への振り込み 

      ゆうちょ銀行 記号１５４９０ 番号１９５２６０４１ 

ウ.金融機関口座から自動引き落とし（※引落の際、手数料 10 円かかります） 

利用できる金融機関：ゆうちょ銀行 

 

（４）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。（但

し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関

での診療・入院を義務づけるものでもありません。） 

① 協力医療機関 

医療機関の名称 社会医療法人清風会 日本原病院 

所在地 岡山県津山市日本原３５２ 

診療科 内科、心療内科、放射線科 

② 協力歯科医療機関 
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医療機関の名称 駿河歯科医院 

所在地 岡山県美作市湯郷１７６－２ 

６.施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限

り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合に

は、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 

（契約書第１５条参照） 

① 要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１） 利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書類第１６条、第１７条参照） 

契約の有効期間であっても、契約者から当施設から退所を申し出ることができます。 

その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 利用者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実

施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥ 他の利用者が身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、

事業者が適切な対応をとらない場合 

（２） 事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第１８条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを 

告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

② 利用者によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも 

かかわらずこれが支払われない場合 

③ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命 

・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続 

しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 利用者が連続して３ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれた場合もしくは入院 

した場合 

⑤ 利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護医療院に入院した場合 
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＊利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第２０条参照） 

当施設に入所中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

① 検査入院等、短期入院の場合 

当該月につき６日以内（連続して６泊、複数の月にまたがる場合は１２泊）の短期 

入院の場合は、退院後再び施設に入所するこができます。 

但し、入院期間中であっても所定の利用料金を負担いただきます。 

 

② 上記期間を超える入院の場合 

上記短期入院の期間を超える入院については３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再

び施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場

合など、退院時にホームの受け入れ準備が整っていない時には、併設されている短期入所生

活介護の居室等をご利用いただく場合がございます。 

 

 

③  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

この場合には、当施設に再び優先的に入所することができません。 

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただくも

のです。なお、ホテルコスト（居住費）については、居室内に私有物の遺留品がなく、利用者が利用

していたベッドを短期入所生活介護事業所に活用することに同意いただく場合には、所定の料金を

ご負担いただく必要はありません。 

 

（３） 円滑な退所のための援助（契約書第１９条参照） 

利用者が当施設を退所する場合には、利用者の希望により事業者は利用者の心身の状況、おかれてい

る環境等を勘案し、円滑な退所のために必要に以下の援助を利用者に対して速やかに行います。 

〇適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

〇居宅介護支援事業者の紹介 

〇その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

７.残置物引き取り（契約書第２２条参照） 

 退所時、当施設に残された利用者の所持品（残置物）を利用者自身が引き取れない場合は身元引受人

に残置物を引き取っていただきます。 

引渡しにかかる費用については、利用者又は身元引受人に負担いただく場合があります。 
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８.苦情・相談の受付について（契約書第２５条参照） 

（１）当事業所のおける苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は専門窓口で受付けます。 

〇苦情解決責任者   安達 健一      ［職名］ 施設長 

〇苦情受付窓口（担当者） 小坂田 美香 ［職名］ 介護支援専門員 

〇受付時間    毎週月曜日～金曜日  9：００～１８：００ 

         電話番号 ０８６８－７２－６６６０ 

また、施設内に設置する｢ご意見ポスト｣に投函することができます。 

 

（２） 行政機関その他苦情・相談受付機関 

美作市役所  

保健福祉部高齢者福祉課 

勝央町役場 健康福祉部 

 

奈義町役場 健康福祉課 

所在地 岡山県美作市北山３９０－２番地 

電話番号 ０８６８－７５－３９１２ 

所在地 岡山県勝田郡勝央町平２４２－１ 

電話番号 ０８６８－３８－７１０２ 

所在地  岡山県勝田郡奈義町豊沢３２７‐１ 

電話番号 ０８６８－３６－６７７０ 

岡山県国民健康保険団体連合会 所在地 岡山県岡山市北区桑田町１７番５号 

電話番号 ０８６－２２３－９１０１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

岡山県社会福祉協議会 所在地 岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１ 

    岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館｢きらめきプラザ｣内 

電話番号 ０８６－２２６－２８２２ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

９. 緊急時の対応について 

管理者及び嘱託医に連絡し、応急処置を行うとともに家族に連絡し対応を協議する。必要時は緊急

車両を依頼し、同行受診する。 

 

１０.事故発生時の対応について 

（１）当事業所では、利用者に対して行った施設サービスの提供により、事故が発生した場合は速やかに

市町村・利用者の家族・嘱託医等に連絡を行うとともに必要に措置を講じます。 

（２）当事業所は前項の事故の状況および事故に際してとった処置について記録し、保存いたします。 

（３）当事業所は前項の記録が事業所の責任において発生した場合には、その損害を賠償いたします。 

 

１１.情報の開示について 

法人は、本人が自己の個人情報（介護・看護記録を含む）について、開示・訂正・更新・利用停止・

削除、第三者提供の停止などの申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場

合には、管理者までお問い合わせ下さい。 
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１２. 緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続きについて 

当施設では、別途定める「身体拘束の適正化のための指針」に基づき、原則として身体拘束は行い 

ません。但し、生命・身体の保護の目的で、緊急やむを得ない場合は指針に沿った手順で行います。 

① 虐待拘束廃止委員会による検討 

② 家族等への説明・同意  

③ 拘束の有効性の再検討  

④ 経過記録の保管  

 

１３.高齢者虐待防止について 

   当施設では、別途定める「高齢者虐待防止に関する指針」に基づき、全職員を挙げて虐待の防止に 

取り組みます。  

 

１４. 非常災害対策について 

 当施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、災害に備えて定期的に避難救出等 

の必要な訓練を行わなくてはなりません。当施設においても消防計画に沿って各種訓練 （避難誘導・

通報・消火等）を毎年 2 回行います。 又、別途定めるＢＣＰ（事業継続計画）により、大規模な災

害や感染症が発生した場合でも出来る 限り事業が継続できる様に尽力していきます。 

 

１５. 感染症・食中毒の予防について  

当施設は、別途定める「感染症・食中毒の予防及び蔓延の防止の為の指針」に基づき、感染症や食 中

毒の予防及び蔓延防止に努めます。万が一、クラスターが発生した場合でも、別途定めるＢＣＰ （事

業継続計画）により本事業が継続できるように尽力していきます。 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

 

１.事業所の概要 

（１）建物の構造       鉄骨鉄筋コンクリート造  地上４階・地下１階建て 

（２）建物の延べ床面積    ３，２３４．９３㎡ 

（３）併設事業 

当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

［短期入所生活介護］平成２６年１０月 １日指定 岡山県 ３３７３７００８３４号 

            定員  ２０名 

［通所介護］    平成２６年１０月 １日指定 岡山県 ３３７３７００８２６号 

            定員  ２５名 

 

２.職員の配置状況 

＜配置職員の職種＞ 

介護職員・・・ 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 

        ３名の利用者に対して１名以上の介護職員を配置しています。 

生活相談員・・・利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

        １名の生活相談員を配置しています。 

看護職員・・・ 主に利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介助等も 

行います。２名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員・・・利用者の機能訓練を担当します。看護職員が兼務しています。 

介護支援専門員・・・利用者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。生活相談  

員を兼ねる場合もあります。１名の介護支援専門員を配置しています。 

医 師・・・・・利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

１名の医師を配置しています。（火曜日往診、その他緊急時） 

 

３.契約締結からサービス提供までの流れ 

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する｢施 

設サービス計画（ケアプラン）｣に定めます。｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその

変更は次の通りに行います。（契約書第２条参照） 

 

① 当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作成や 

そのために必要な調査等の業務を担当させます。 

② その担当者は施設サービス計画の原案について、利用者及び家族等に対して説明し、 

同意を得たうえで決定します。 

③ 施設サービス計画は、６ヶ月（※要介護認定有効期間）に１回、もしくは利用者 

及びその家族等の要請に応じて、必要があるかどうかを確認し変更の必要のある 

場合には、利用者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。 
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④ 施設サービス計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付しその内容を 

確認していただきます。 

 

４.サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

当施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① 利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、利用者から

聴取、確認します。 

③ 利用者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の３０日前までに、要介護認定の更新の申請

のために必要な援助を行います。 

④ 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに利用者又は代理人の

請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ 利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

但し、利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録

を記載するなど、適正な手続により身体等を拘束する場合があります。 

⑥ 事業者及びサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又は家族等に関す

る事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

但し、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提

供します。 

また、利用者の円滑な退所のために援助を行う際には、あらかじめ文書にて利用者の同意を得ま

す。 

 

５.施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性

を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限 

タンス、テレビ、ラジオ、電気毛布、衣類、寝具、洗面用具、身の回り品、仏壇等は介護に支障

がない限り持込みいただいても構いません。 

他のものの持込みを希望される場合は、相談願います。 

（２）面 会 

面会時間 ９：００～１８：００ 

※来訪者は、受付を済ませ職員に声をかけて下さい。 

（３）外出・外泊（契約書第２３条参照） 

   外出・外泊される場合は、事前にお申し出下さい。 

（４）食 事 

食事が不要な場合は、前日１７時までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重

要事項説明書５（１）に定める｢食事に係る自己負担額｣は減免されます。 
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（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第１０条参照） 

〇居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

〇故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したり

した場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいた

だく場合があります。 

〇利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の配置を取ることができるものとします。但し、そ

の場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

〇当施設の職員や他の入所者に対して、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこ

とはできません。 

（６） 喫 煙 

施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

６.損害賠償について（契約書第１２条、第１３条参照） 

当施設において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害

を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

但し、その損害賠償の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者のおか

れた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合がありま

す。 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規程に基づき、入

所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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重要事項説明書に関する同意書 

 

指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和   年   月   日 

 

  指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム蛍流荘 

 

  説明者職名            氏名   藤原 裕一   印 

 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サービスの提供開

始に同意し、受け取りました。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者  

 

  住所  

  

  氏名                    印 

 

 

身元引受人 

 

  住所  

 

  氏名                    印 （利用者との関係）  
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［別紙１料金表］ 

〇特別養護老人ホーム蛍流荘 利用料金表               令和 7 年 4 月 1 日 

 

 

  

 

 

  

介護職員等処遇加算（Ⅲ）として介護サービス費の 11.3％加算します。 

 

                     + 

負担段階 食費（３１日） 居住費（ホテルコスト） 

第１段階 

第２段階 

第３段階① 

第３段階② 

第４段階 

９，３００円（１日３００円） 

１２，０９０円（１日３９０円） 

２０，１５０円（１日６５０円） 

４２，１６０円（１日１，３６０円） 

４４，９５０円（１日１，４５０円） 

２５，４２０円（１日  ８８０円） 

２５，４２０円（１日  ８８０円） 

４０，６１０円（１日１，３７０円） 

４０，６１０円（１日１，３７０円） 

６３，５５０円（１日２，１５０円） 

                    【 合 計 】 

要介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

要介護１ 60,388 円 63,178 円 86,428 円 108,438 円 135,408 円 

（２割） 84,196 円 86,986 円 110,236 円 132,246 円 159,216 円 

（３割） 108,004 円 110,794 円 134,044 円 156,054 円 183,024 円 

要介護２ 62,496 円 65,286 円 88,536 円 110,546 円 137,516 円 

（２割） 88,412 円 91,202 円 114,452 円 136,462 円 163,432 円 

（３割） 114,328 円 117,118 円 140,368 円 162,378 円 189,348 円 

要介護３ 64,790 円 67,580 円 90,830 円 112,840 円 139,810 円 

（２割） 93,000 円 95,790 円 119,040 円 141,050 円 168,020 円 

（３割） 121,210 円 124,000 円 147,250 円 169,260 円 196,230 円 

要介護４ 66,867 円 69,657 円 92,907 円 114,917 円 141,887 円 

（２割） 97,154 円 99,944 円 123,194 円 145,204 円 172,174 円 

（３割） 127,441 円 130,231 円 153,481 円 175,491 円 202,461 円 

要介護５ 68,913 円 71,703 円 94,953 円 116,963 円 143,933 円 

（２割） 101,246 円 104,036 円 127,286 円 149,296 円 176,266 円 

（３割） 133,579 円 136,369 円 159,619 円 181,629 円 208,599 円 

［要介護度および負担段階別利用料金一覧表（１ヶ月・３１日あたり）］ 

＜その他介護給付サービス加算＞ 

上記利用料に下記料金が追加になります。 

要介護度 サービス費（３１日）（１割負担）          （２割負担） （３割負担） 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

２３，８０８円（１日７６８単位） 

２５，９１６円（１日８３６単位） 

２８，２１０円（１日９１０単位） 

３０，２８７円（１日９７７単位） 

３２，３３３円（１日１０４３単位） 

４７，６１６円 

５１，８３２円 

５６，４２０円 

６０，５７４円 

６４，６６６円 

７１，４２４円 

７７，７４８円 

８４，６３０円 

９０，８６１円 

９６，９９９円 
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※初期加算（入所後３０日まで）、入院・外泊時加算（１ヶ月に６日以内）、看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、 

療養食加算（該当の方のみ）、若年性認知症入所者受入加算（該当の方のみ） 

※下記表の加算単価表の加算適用条件が整い、指定が得られたものについては、今後追加ご負担頂く

ことになります。その場合は、事前にその負担額の変更についてご連絡いたします。 

加 算 項 目 単位 

初期加算（入所後３０日まで） 

入院・外泊時加算（１ヶ月に６日以内） 

栄養マネジメント強化加算 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

日常生活継続支援加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

看護体制加算（Ⅰ） 

看護体制加算（Ⅱ） 

経口維持加算Ⅰ（該当の方のみ） 

療養食加算（該当の方のみ） 

看取り介護体制 

（死亡以前３１日～４５日以下） 

（死亡以前４日～３０日以下） 

同上（死亡前日および前々日）と（死亡日） 

若年性認知症入所者受入加算 

口腔衛生管理体制加算 

認知症専門ケア加算 

褥瘡マネジメント加算 

排泄支援加算 

１日   ３０ 

１日  ２４６ 

１日   １１ 

１月   ５０ 

１日   ２２ 

１日   ４６ 

１日   ２２ 

１日   １８ 

１日    ６ 

１日    ６ 

１日   １３ 

１月  ４００ 

１日   １８ 

 

１日   ７２ 

１日  １４４ 

１日 ６８０と１２８０ 

１日  １２０ 

 

 

 

 

＜その他必要な費用＞ 

サービス内容 金     額 

理髪料 

日常生活品購入費 

クリーニング代 

予防接種 

個別対応の飲食物 

買い物代行 

預り金管理 

電器類 コンセント使用 

死後処置ケア 

１回あたり 2000 円（カットのみ） 

実費 

実費 

医療機関が定めた額 

１杯あたり５０円 

１回あたり１００円 

１ヶ月あたり２０００円 

１日あたり３０円 

１０，０００円（衣装別） 
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